
別紙

［事業範囲］

許可区分 □収集・運搬(積込場所(発生場所等)) □収集・運搬(運搬先(処分場所等))

廃棄物の事業の範囲(許

可品目等)

特別管理産業廃棄物の事

業の範囲(許可品目等)

許 可 区 分 □中間処理(発生場所等) □最終処分(処分場所等)

廃棄物の事業の範囲

(許可品目等)

特別管理産業廃棄物の事

業の範囲(許可品目等)

※ 受託者は、この事業範囲を証するものとして、許可証の写しを委託者に提出するものとする。

なお、許可事項に変更があったときは、受託者は、速やかにその旨を委託者に通知するととも

に、 変更後の許可証の写しを委託者に提出するものとする。



［委託業務の内容］

(1) 受託者の運搬の最終目的地及び積替・保管に関する事項

運搬の最終目 雨竜郡雨竜町字恵岱別207番地299、301

的地の所在地 空知興産株式会社 雨竜処分場

ア 積替・保管を行う イ 積替・保管を行わない

積替・保管場所の所在地 搬入できる産業廃棄物の種類

積替えのための保管量の上限

(2) 委託する廃棄物の種類、数量、適正処理に必要な情報等に関する事項

項 目 １ ２ ３

廃棄物の種類 感染性廃棄物 紙おむつ 医療系プラスチック

医療系ガラスびん

予定数量 143,970㍑ 34,360㍑ 22,920㍑

80㍑

処分の方法 焼却 焼却 焼却

処分の処理能力

処分施設所在地

最終 所在地

処分 処分方法

施設 処理能力

発生工程 医療行為により発生 医療行為により発生 医療行為により発生

適正 性 状 感染性 感染性 固形状

処理 荷 姿 プラスチック容器 ビニール袋 ビニール袋

に必 腐敗、揮発等

要な 性状の変化

情報 混合等による

支障

その他

※ 焼却、乾燥、脱水などの中間処理を独立して行う場合も最終処分の予定施設を記入すること。

※ 適正処理に必要な情報には、上記の他、形状、主成分、混合成分、特性（有害物質、危険物、毒

物・劇物、悪臭物、特定化学物質の区分、引火性、自己反応性、混合反応性、禁水性、発火性、

爆発性、ガス発生・有害、ガス発生・可燃性、材料腐食性、有害性、腐食・刺激性、悪臭等）を

記入すること。


